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令和 ８ 年 ３ 月 ３ 日 

 

 

質  疑  回  答  書 

         次のとおり質疑がありましたので、回答します。 

 

質 疑 提 出 日 令和７年２月２７日 

件      名 エレベーター保守点検業務委託 

場      所 新河岸川水循環センター（和光市新倉地内） 

 

   質 疑 内 容 回        答 

当該エレベーターに

は供給停止となって

いる部品があります。 

万が一供給停止とな

っている部品が原因

の故障が発生した場

合、復旧できない可能

性がありますが、問題

ないでしょうか。 

このような原因で故障した場合については、受託者、

委託者が協議して定めるものとします。 

図面番号又は仕様

書頁 

 

 

  

  

  


